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　製品の延長保証事業を行う、株式会社プロダクト・ワランティ・ジャパン（以下 PWJ）

は家電製品の７年保証システムの販売を 9 月度より開始いたしますので、ここにお知らせ

いたします。

1. 保証商品の概要

商品名　　：家電製品の７年保証システム

商品の概要：保証を付与された家電製品に故障が発生した場合において、PWJ にて定める

　　　　　　保証規程に基づいて７年間の無償修理を行う。（メーカーでの保証期間含む。）

　　　　　　７年保証システムに関しても、保証料金を原資として、現代火災海上保険

　　　　　　株式会社と保険契約を締結し、本保証を運用いたします。

　　　　　　当社はお客様に対して保証修理を提供し、それにかかわる保険金は保険会社

　　　　　　より当社が受け取る仕組みとなっております。

対象商品　：液晶テレビ / プラズマテレビ /BD・DVD・HDD レコーダー / プレーヤー /

　　　　　　エアコン / 冷蔵庫 / 洗濯機（乾燥機）/ 電子レンジ / マッサージチェア

２. 保証商品の取扱について

ご契約        ：延長保証システムの導入にあたりましては、PWJ と販売企業様とのご契約

　　　　　  が必要となります。導入時のイニシャルコストや、運用におけるコストは

　　　　　  必要ありません。

資料請求    ：以下のフォームよりお申し込み下さい。

　　　　　　https://www.pw-japan.com/contact/form.php?formtype=contact


